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Ⅰ　序　章

１．研究の背景

1980年代後半から1990年代にかけて山東省な

どの沿海地域を中心に外資系アグリビジネスが

進出し，輸出向け農産物生産および加工産業が

発展してきた。外資系アグリビジネスによる開

発輸出を契機として，中国は労働集約的な野菜，

果物，畜産物およびその加工品を中心に日本，

欧米諸国，東南アジア等への農産物輸出を伸ば

しており，さらに2001年にはWTO加盟を果た

すなど近年ますます国際市場とのリンクを強め

ている。ところが周知のとおり，2000年代以降

中国内外で中国産農産物の食品安全問題が頻発

した。たとえば，2002年の日本向け冷凍ホウレ

ンソウから基準値を超える残留農薬が検出され

た事件は，日本社会に大きな衝撃をもって受け

止められた。

中国産輸出向け農産物における品質管理を目

的とした契約農業の組織形態の変化については，
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　おわりに

《要　約》

中国では1990年代以降，三農問題や食の安全問題に対処するため政策的に農業インテグレーション

を推進しており，さまざまなタイプの契約農業が登場している。本稿では山東省のリンゴ果汁輸出企

業を例に，まず組織と制度の経済学のフレームワークに沿って企業－（合作組織）－農家の契約モデ

ルを取引費用とリスク削減効果から評価した。契約農業への参加によって，農家は従来の市場取引に

比べ生産技術や市場情報へのアクセス，生産資材購入，生産物の販売に関わる取引費用の節約，市

場・生産リスクの削減が可能となっている。一方，企業は国際基準を満たす厳密な生産管理を実現で

きる反面，農家への技術普及や直営農場の土地取得に関わるコスト，価格や収量変動リスクの全部ま

たは一部を負担していることが明らかとなった。次に，市場や制度が不完全な中国農村においてこの

ような契約農業モデルの組織形態を規定する非市場的要因を考察し，土地制度や農業生産をサポート

する公的サービスの未整備，政策的要因を指摘した。

	

中国における契約農業の経済的特徴と組織形態の非市場的規定要因

――山東省リンゴ果汁輸出企業の事例――
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2000年代以降日本の研究者により研究成果が多

数発表された。代表的なものに残留農薬問題発

生後の山東省における野菜産地の対応について，

詳細な実態調査に基づいて論じた朴らの一連の

研究［朴ほか 2000; 坂下ほか 2002; 朴・坂下 2004; 

坂爪・朴・坂下 2006］，直営農場設立のための農

地集積過程に関する李・大島［2005］などがあ

る。これらの研究は，2000年代以降農産物加工

企業がより厳密に生産管理を行うために加工原

料の生産体制や流通体制，土地利用を変化させ

たことを明らかにした。企業はこれまで卸売市

場などのスポット市場，あるいは行政村や仲買

人を通じた非常に緩やかな契約によって原料を

集荷していたが，農家に対する技術指導，モニ

タリングを強化するため，直接あるいは中間組

織を介在した農家との契約によって原料の集荷

を行うようになった。その結果，農産物加工企

業は農家に対する綿密な技術指導や生産・流通

管理の徹底に加え，生産環境（立地条件，まと

まった土地の確保）への配慮を求められるよう

になった。

国際市場における中国産農産物による一連の

食品安全問題のみならず，中国国内の所得水準

の上昇に起因する中国産農産物の品質，安全性

に対する要求の高まりとも相まって，中国国内

でも食味，外見といった伝統的な基準に加えて

農産物生産から加工，流通に至る各段階におけ

るサプライチェーンの全段階における作業過程

の標準化（standardization），生産資材の使用履

歴を含む遡及可能性（トレーサビリティ）の確保，

残留農薬基準の達成が焦眉の課題となった。中

国政府は2000年代以降本格的に食品安全制度の

整備に取り組んでおり，2009年６月には食品安

全に関する初の総合的な法律である「食品安全

法」を施行し，関連する国内制度の整備を進め

ている［森 2009, 117］。

他方，1990年代中盤以降中国農村は深刻な農

業生産性の低迷，農村住民の所得の伸び悩み，

農村経済の停滞といった，一般に「三農問題」

と呼ばれる構造的な問題に直面している。1980

年代初頭，中国農村は人民公社を単位とする集

団経営体制から家族経営を主な担い手とする生

産責任制へと移行した。この改革は農家の生産

意欲を引き出すことに成功し，農業生産は飛躍

的に増加した。ところが，小規模経営をサポー

トする農業生産，流通にかかわる公的サービス

や制度が未整備であったため，小規模な家族経

営は情報，技術などの側面において個別に市場

対応を迫られることとなった。

このような農産物の品質管理問題，農業およ

び農村経済の停滞といった問題を解決するのた

めの処方箋のひとつとして，1990年代以降農業

産業化政策が政府によって強力に推進されてい

る。農業産業化政策とは，農産物加工企業が中

心となって地域農家を牽引し，農業生産，流通，

販売の各部門の経営の垂直的統合（vertical 

integration）あるいは契約農業などの垂直的調整

（vertical coordination）を通して農業利益の最大

化を目指す一種の農業開発モデルである。特に

品質管理が重視されるようになった2000年代以

降，輸出企業を中心に契約農業が広まった。

一般的に契約農業は農家の所得増加，新技術

の普及をもたらし地域農業の発展を促進すると

同時に，企業側には農産物の品質向上，生産過

程の標準化といったメリットを与える ［Glover 

and Kusterer 1990］。中国の農業産業化政策の狙

いも，地域農業の牽引役である龍頭企業と呼ば

れるインテグレーターを中心とした契約農業や
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産地化の振興を通して「アグリビジネス企業に

よる利益最大化のみならず，農民の経済的厚生

の向上や龍頭企業と農家間との利益・リスク共

有」［池上・寳劔 2009, 13］を図ることにある。

ただし中国の農業産業化政策は単なる欧米型

の契約農業の移植ではなく，「龍頭企業や地方

政府，農民専業合作組織などのさまざまな主体

が技術普及や農業インフラなどの公共財を提供

し，農業生産の高付加価値化を通じて地域経済

の振興や公共サービスの向上を目指すといった

社会・経済政策的な側面も重視」［池上・寳劔 

2009, 13］している，つまり不完全な市場とそ

れを支える制度を補完する役割が期待されてい

るところに特徴がある。そして，こうした公益

的なサービスを提供する対価として龍頭企業や

農民専業合作社に対して税制上の優遇や補助金

など，さまざまな政策的優遇策が提供されてい

る［渡辺 2009］。

中国における契約農業の組織形態は多様であ

るが，主要なものとしては企業が村からまと

まった土地を借り受け労働者を雇用して直営農

場を設立する方法（企業＋農場モデル）と，農

家との間に農民専業合作組織等と呼ばれる中間

組織（以下，合作組織）を設立し，個々の農家

に対する技術指導，モニタリング機能を強化す

る方式（企業＋合作組織＋農家モデル）が挙げら

れる（注１）。郭［2005, 144］によれば中国国内で

は後者が主流である。企業が中間組織を介した

取引を選択するのは，小規模家族経営が大半を

占める中国において，企業が多数の個別農家と

契約を結び，契約履行のモニタリングや技術指

導を行うのにかかる多大な取引費用を節約する

ためである。合作組織の設立主体は企業以外に

商人，大規模農家，卸売市場など民間部門のほ

か，郷鎮レベルの末端行政組織，旧国有商業部

門の供銷合作社など多様であり，組織の性格も

経済実態のないネットワーク型組織，流通商人

や企業の下請け組織的なものなど多様である。

とはいえ組織の規模も小さく経営能力や財政的

基盤も脆弱なため，政府の強力な支持を受けて

いる［寳劔 2009, 204; World Bank 2006, 19］。この

ような中間組織の多様性，政府部門との関係の

深さは，現段階での中国の契約農業の特徴のひ

とつでもある。

２．分析のフレームワーク

アグリビジネスや農家が市場取引から契約取

引への移行を選択する主な理由は，MacDonald 

et al.［2004］の整理によれば⑴取引費用の削減，

⑵リスクの軽減または分担，である。⑴は，企

業が求める農産物の品種，品質あるいは生産過

程，農場の立地などの条件を満たすための資産

特殊性（asset specificity）とそれに伴って生じう

るホールドアップ（holdup）問題に関わる

［Williamson 1975; Hart 1995］。特定の財を生産す

るための他用途には利用できない特殊な設備へ

の投資を行う必要があったり，あるいは財が腐

敗しやすく販売できる地理的範囲が限定されて

いる場合，買い手が独占的な市場では生産者が

買い叩かれたり，逆に売り手が独占的な市場に

おいては生産者が過小投資を行うホールドアッ

プ問題が発生する可能性がある。このほか，ス

ポット市場では取引相手の探索費用，財の価値

を見極めるための計測費用もかかる。

⑵については，農産物という財の性質により

２つの大きなリスク――天候変化等による収量

リスク（yield risk）と販売価格・生産資材の価

格変動のリスク（price risk）――が存在する。
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契約の結び方にはさまざまなバリエーションが

考えられるが，生産過程すべてに企業が関与す

る生産契約（production contract）では企業側が

収量・価格リスクのほとんどを負担するのに対

し，販売契約（marketing contract）では買い取り

価格や量のみを取り決めるため生産者側のリス

ク負担が大きくなる。作業過程の自由度からみ

れば，前者は生産者の裁量が小さく，後者では

大きい。生産物や市場の性格に応じて，企業と

生産者はさまざまなタイプの契約を結ぶ。契約

がうまくデザインされれば農家のインセンティ

ブを引き出すことができる。ただし，双方に契

約不履行のリスクも存在する。

このように契約農業は企業・農家双方による

経済合理的な選択によって行われるが，特に市

場やそれを支える制度が不完全な開発途上国に

おいて，現実に選択される契約デザインはその

地域の政策，制度，社会的要因など非市場的要

因によっても規定される側面がある。開発途上

国における契約農業の理論と実態に関するレビ

ューを行った Singh［2000］は，契約農業の組

織形態は商品特性，経済主体の特性，市場の特

性，地域固有の社会的条件などによって多様で

あることを指摘している。Key and Rusten［1999］

は，ラテンアメリカ農業を素材として契約形態

と市場環境の関係，企業が選択する農家のタイ

プについて分析した。中国国内の研究は少ない

が，郭［2005］が農家と企業が契約農業に参加

する要因をそれぞれの経済的特性，契約形態，

品目，外部環境などから明らかにしたうえで，

養蚕，養蜂業を例に契約履行率を向上させる取

引メカニズムを分析している（注２）。渡辺［2009］

は中国の養豚を例に，市場の特徴と企業・農家

間の取引形態の関係について考察している。

３．本研究の課題と分析対象

本稿では山東省のリンゴ果汁輸出企業を例に，

上述の組織と制度の経済学のフレームワークに

沿って以下の２つの課題について明らかにした

い。第１に，調査対象企業の直営農場，契約農

場における契約農業モデルの経済的特徴を企業

と農家の取引費用とリスク削減効果から評価す

る。第２に，市場や制度が不完全ななかで契約

農業モデルの組織形態を規定する中国独自の非

市場的要因について，土地制度，農業生産をサ

ポートする公的制度や政策に注目しながら考察

する。

本稿の構成は以下のとおりである。第Ⅱ節で

後半の議論の前提的な情報を提供するため，中

国におけるリンゴ産業の発展，関係制度につい

て解説する。第Ⅲ節で，分析対象とする山東省

YD市の産地，企業およびその下での契約農業

の実態について描出する。第Ⅳ節で，調査事例

の契約モデルを取引費用の削減効果，リスク分

担の視点から評価したうえで，組織形態を規定

する非市場的要因も併せて考察し，最後に結論

を示す。

なお，本稿でリンゴを取り上げる理由は以下

のとおりである。第１に，リンゴに代表される

青果物は食料作物と比較して単位面積当たりの

収益性が高く，中国において大部分を占める小

規模家族経営にとって増収効果が高い。また，

傾斜地などの条件不利地域であっても栽培が可

能である。そのため，伝統的な産地である渤海

湾沿岸地域以外に内陸の陝西省などでも貧困削

減を目的として産地化が推進されており，農業

産業化政策の趣旨に鑑み重要な作物と考えられ

る。第２に，国内消費，輸出ともに近年大幅に

成長しており，果汁をはじめとする加工品の比
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率も上昇してきている。したがって，今後契約

農業の成長の余地が大きいと考えられる。なお，

アメリカでは果物生産において契約栽培が４割

程度を占めている［McDonald and Korb 2011, 13］。

第３に，果物栽培は比較的技術障壁が高く，中

間組織や契約農業の普及を通した地域農業への

波及効果という観点からも適切な事例と考えら

れる（注３）。第４に，中国の契約農業に関する先

行研究では，畜産や工芸作物など施設利用型の

作目を扱ったものが多く，果物の契約生産に関

する研究はほとんどみられない。土地利用型作

物では先述の日本の研究者による一連の野菜産

地に関する先行研究があるが，これらの研究は

あくまで対日輸出農産物の安全性という点に主

眼が置かれており，契約形態と中国国内の市場

や制度との関係に関する体系的な分析は行われ

ていない。筆者は山田［2007］で山東省の同事

例を含む分析を行ったが，同論文は契約農業に

よる個別の農家収入への影響の解明に主眼を置

いており，企業・農家双方の契約農業への参加

の効果を捉えるという視点はなかった。調査地

域の山東省は古くからのリンゴ産地であり，国

内では比較的契約農業が発展している地域であ

るため，今後の産地拡大において本事例はイン

プリケーションを提供しうる。以上の理由から，

リンゴ加工企業の例を取り上げた。

Ⅱ　中国のリンゴ産業の発展と関連制度

１．リンゴ産業の発展

⑴　生産

1980年代初頭の生産請負制導入後，従来の食

料作物と比較して収益性の高い果樹，とりわけ

リンゴの生産は急速に成長してきた。リンゴは

伝統的に北方地域の主要な果物であったが，

1980年代に海外からフジなどの優良品種が導入

されたこともあって急速に産地が拡大した［大

島 2002, 63］。主な産地は，伝統的な渤海湾周辺

地域（山東省，河北省，河南省，遼寧省）と，後

述する産地育成政策によって近年急速な発展を

遂げた黄土高原地域（陝西省）の２つである。

2011年の生産量は3598万5000トンで，陝西省

（902万9316トン），山東省（837万9378トン），河

南省（420万3235トン），山西省（333万9390トン），

河北省（292万6425トン）の上位５省が生産量全

体の77.5パーセントを占めている［中国国家統

計局 2012］。

図１に，1991年以降の全国のリンゴ作付面積，

生産量および生産者価格の推移を示した。作付

面積は1991年には166万1600ヘクタールであっ

たが，急速に拡大し1996年には298万6900ヘク

タールでピークに達した。その後産地の淘汰・

集中化により2000年代以降は200万ヘクタール

前後で落ち着き，以後は微増傾向にある。生産

量は1991年の454万トンから1999年に2080万

2000トンにまで増加したが，2000年代前半は価

格の停滞により一時伸び悩んだ。その後価格の

上昇や単収の伸びに伴い順調に増加し，2010年

には1991年の生産量の７倍を超える3326万3000

トンに達した。生産者価格をみると，1990年代

は急速に生産が増加した結果生産過剰に陥り，

１トン当たり生産者価格は1991年の276ドルか

ら1996年には125ドルと60パーセント近く下落

した。その後2000年代半ばまでは変動が大きい

ながらも200ドル前後で推移した。このような

価格安定の要因として，流通体制の整備が進み，

技術の標準化により品質が安定してきたこと，

加工能力の向上により廃棄量が減少したこと，
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などが挙げられる［農業部種植業管理司 2007, 

30］。2000年代後半以降の生産者価格は急激に

上昇，2010年には540ドルに達している。急激

な生産者価格の上昇は，品質の向上，中国国内

の全般的な農産物価格の上昇などが原因と考え

られるが，詳細は不明である。

次に輸出の動向をみたい（図２）。生食用リ

ンゴの輸出は順調に増加しており，輸出量は

2009年に117万2000トンに達しピークを迎え，

金額は2010年に９億ドルを突破した。生食用リ

ンゴは主にロシア，東南アジアに輸出されてい

るが，これは現段階では品質，規格，検疫の問

題などから先進国への輸出が困難なためである。

FAOSTATによれば2010年の金額ベースの世界

最大の生食用リンゴ輸出国はアメリカで，１ト

ン当たり平均輸出単価は1062ドルである。一方，

中国の平均輸出単価は741ドルであり，強い国

際競争力をもっているといえよう（注４）。

中国のリンゴ果汁輸出はやや遅れて1990年代

中盤から始まった。2010年に中国は世界のリン

ゴ栽培面積の42パーセント，濃縮リンゴ果汁輸

出の50パーセントを占める世界最大のリンゴ生

産および果汁輸出国となった。なお果汁の大部

分は輸出向けで，国内の果汁消費量は生産量の

５パーセント程度である［『新華網』2011］。近

年のリンゴ果汁の輸出動向をみると，2007年の

果汁輸出量は104万2000トン，輸出額は12億

4399ドルでピークに達した後，2007年の世界金

融危機による欧米向け輸出の落ち込み，果汁の

主要な輸出相手国であった日本における2008年
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図１　リンゴの作付面積および生産者価格の推移

作付面積 生産量 生産者価格（左軸）

（出所）作付面積と生産量は中国国家統計局［各年］，価格は FAOSTAT。生

産量のみ，データが利用可能な 2011 年まで示した。 

（注）価格は 1991 年を基準としたCPI で調整済み。 
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のポジティブリスト制度の導入等の要因により

輸出が急減し，2010年時点でも十分に回復して

いない。価格面では1990年代初頭の輸出開始以

来，国際価格の50パーセント程度の水準となっ

ており，強い国際競争力を維持している。国際

価格は，中国の国際市場参入によって低下傾向

にある。

⑵　流通

中国では計画経済期に供銷合作社が国家商業

部門の下請機関として青果物の国内流通および

輸出，化学肥料や農薬などの生産資材の流通を

長らく独占的に行っていた。1978年の第11回三

中全会により改革・開放路線への転換が決定さ

れると，従来の供銷合作社の農村流通における

独占的地位は否定され，政府から独立した。

1984年の国務院第96号文件で示された「５つの

突破」により供銷合作社は公式に民営化され，

青果物流通も段階的に自由化されることとなっ

た。その後の供銷合作社の民営化への道は険し

く，他の民間流通業者との厳しい競争のなかで

流通業に占める地位は年々低下しており，多く

の地域で経営難を抱えている［青柳 2002, 6; 傳 

2006, 331］。

供銷合作社がリンゴ流通に占める割合の変化

を，表１に示した。改革・開放以前は生産量全

体の70パーセント程度を占めており，自家消費

分を除いて流通をほぼ独占していたと考えられ

る。だが，市場経済化以後は活発な民間流通業

者の参入によりその比率は急速に低下し，青果

物の流通が本格的に自由化された1984年以降は

20パーセント台に低下した。1990年代以降の供

銷合作社系統を経由するリンゴの比率は資料の

制約から不明であるが，朱［2005, 14］によれ

ば2005年時点で全国の果物の卸売段階の取引量

のうち４割程度が供銷合作社系統を通して流通

している（注５）。
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図２　中国のリンゴ輸出の変化（生食，果汁）
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（出所）価格は FAOSTAT。2001 年以前の生食用・果汁の金額は中国対外経済貿易年

鑑編集委員会［各年］，以後は UN-COMTRADE。2002 年以降の果汁は，HS

コード 200971 と 20097 の合計値。 

（注）価格は 1991 年を基準としたCPI で調整済み。 
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自由化後のリンゴ流通経路を，山東省での筆

者の調査に基づいて大島［2002, 65］を参考に

整理したものを図３に示した。加工企業の生産

能力は急速に拡大しているものの，生産された

リンゴのうち大部分が国内市場向け生食用リン

ゴとして流通している（注６）。国内流通は，近隣

の定期市（集）で販売されるものを除いて主に

産地仲買人によって買い付けられ，都市部の消

費地仲買人へと転売される。産地仲買人はリン

ゴ農家が流通業に参入しているケースが多く，

リンゴの品質，規格，販売のノウハウを熟知し

ている。また，産地で良好な人的ネットワーク

を有することが多い。産地卸売市場を経由する

場合もあるが，中国では卸売市場が未発達であ

るためこの比率は低いとみられる（注７）。農民専

業合作社も近年発展しているが，取り扱いは依

然として仲買人が主流である。

国際市場への経路は主に２つあり，ひとつは

加工企業を経て果汁等の加工品として輸出され

るケース，次に近年発展している輸出基地から

生食用の無公害農産物，有機農産物として輸出

されるケースである。加工品はほとんどが果汁

で，１時間当たり加工能力が20トン以上の大規

模加工企業は全国で100社弱あり，山東省，陝

西省等に集中している［呉ほか 2009］。

⑶　リンゴの収益性の変化

図４は，リンゴ１ムー（注８）当たり純収益と収

量の推移である。参考までに，糧食の純収益も

併せて示した（注９）。生産過剰による価格の暴落

を招いた1995年以降収益性は急激に落ち込んだ。

2000年以降は上述の産地育成政策による技術普

及，品質の向上によって収益性は徐々に上昇し，

2000年代後半以降は急激に増加している。糧食

と比較すると収益性は高く，1990年代後半に一

時差が縮小したものの，2000年以降は大幅に差

が拡大している。ただし，純収益の変動幅は糧

表１　山東省供銷合作社リンゴ買取量の推移

（単位：万トン）

年 買い取り量
生産量に占め

る比率（%）

供銷社による

輸出量

1957

1962

1965

1970

1975

1979

1981

1983

1985

1987

1988

16.2

16.9

24.8

62.7

105.8

138.9

137.0

161.3

100.9

102.0

102.1

73.0

75.3

77.9

78.6

66.8

48.4

45.6

45.6

27.9

23.5

22.7

6.5

7.2

8.4

7.9

9.6

10.9

5.9

5.2

4.3

5.4

3.8

（出所）1988年以前の買い取り量は国家統計局貿易物

資統計司・全国供銷合作総社理事会弁公室［1989,		

301,	375］。生産量に占める比率は中国国家統計

局［各年］の生産量数値を用いて計算。
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食に比較して大きく，収益が不安定であるとも

いえる。１ムー当たり収量は技術普及，産地の

再編によって順調に成長しており，1991年の

273.2キログラムから2010年には1630キログラ

ムへと大幅に増えている。

⑷　供銷合作社と農業産業化政策

本稿後半で供銷合作社によるリンゴの流通を

取り上げるため，農業産業化政策における供銷

合作社の位置付けについて簡単に触れておきた

い。近年供銷合作社は，農業産業化政策に対し

積極的な姿勢を示している。2002年に全国供銷

合作総社が発表した「四つの改造（四項改造）」

の中で，本来の農村末端の経済サービス組織と

しての機能を強化し，農業産業化を支援すると

いう今後の指針が示された。さらに2009年11月

17日に公布された「国務院関於加快供銷合作社

改革発展的若干意見（供銷合作社改革の推進に関

する国務院意見）」は，供銷合作社を農業サービ

ス組織と明確に位置付け，農村経済発展への貢

献をその責務としている。2007年に施行された

農民専業合作社法における供銷合作社の役割に

ついて分析した胡［2011］によれば，農業サー

ビス組織として全国にネットワークをもつ供銷

合作社が農民専業合作社の推進に果たす役割は

大きいとされる（注10）。

2012年時点の供銷合作社系統による専業合作

社の設立状況等は以下の通りである［『全国供

銷合作網』2013］。供銷合作社系統が設立主体と

なっている専業合作社は7万7088組織，農家会

員は1063万1800人で，このうち有機，緑色，無

図３　リンゴの流通経路（山東省） 

（出所）大島［2002, 65］を参考に，現地調査に基づいて筆者作成。 
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公害認証（後述）を取得している合作社は22.9

パーセントに相当する１万7623組織である（注11）。

供銷合作社系統の農業産業化の龍頭企業は2042

社，そのうち農産物加工業は724社となってい

る。農業技術の普及については，供銷合作社が

設立した技術モデル農園は35万4000ヘクタール，

土壌診断による適切な施肥指導事業（原語は

「測土配方」）の実施面積135万3000ヘクタール，

農業技術や情報，種子販売サービスの提供によ

る収入は67億7000万元にも上っている。

供銷合作社の業務内容も，一部の地域では従

来の農村における日用品や農業生産資材の販売

だけでなく，農業技術指導，医薬品販売や通信

インフラの代理サービス提供など，農業生産と

農村生活全般へと広がってきている。基層レベ

ルの供銷合作社の流通ネットワークは，2009年

時点で54万店舗へ拡大し全国の行政村の３分の

１をカバーしている［『山東合作経済信息網』

2009］。

こうした近年の供銷合作社の農業産業化に対

する積極的な姿勢は，民営化後農村での地位を

低下させている供銷合作社が，農村末端のサー

ビス組織としての自らの意義，有用性をアピー

ルするためにとっている戦略とも理解できよ

う（注12）。また，供銷合作社は民営化されたとは

いえ，経営方針などの面で依然として政府の影

響下に置かれている。そのような組織的特徴の

ため，農業政策の柱である農業産業化の政策意

図を合作組織の設立を通して積極的に普及させ

ていると考えられる。
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図４　リンゴの１ムー当たり純収益と収量の推移
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（出所）純収益は国家発展和改革委員会価格司［2011］から，消費者物価指数，リンゴ生

産量，栽培面積は中国国家統計局［各年版］の数値を用いて計算した。 

（注）純収益は，1991 年を基準とした CPI で調整済み。糧食はコメ，小麦，トウモロコシ

の平均値。 
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２．関連政策・制度

⑴　産地育成政策

農業部は2001年，競争力をもつ産地を育成す

るため９つの農水畜産物について，生産適地の

ゾーニング構想を打ち出した。さらに，2002年

にはその具体案として「優勢農産品区域布局規

画2003-2007」，次いで2003年に品目ごとに「優

勢区域発展計画」を発表した［中国農業部 2003, 

12］。５年後の2008年には農産物ごとに新たな

五カ年計画「優勢農産品区域布局規画2008-

2015」が発表されている［『中国農業網』2008］。

リンゴに関しては，2003年に発表された「苹

果優勢区域布局規画2003-2007」で，自然条件

等により栽培適地（原語では「優勢区」）に指定

された，渤海湾および黄土高原地域を２大リン

ゴ産地として育成することが方針として掲げら

れた。上述の通り，これら２地域はすでに全国

の生産量の第１位，第２位を占める産地へと成

長を遂げた。2008年の「苹果優勢区域布局規画

2008-2015」によれば，2003～2007年計画の５

年間でリンゴの単収は全国平均で44.3パーセン

ト成長し，特に「優勢区」では平均を23パーセ

ント上回る１ムー当たり1130キロまで増加した。

同期間に生産量に占める２等級以上の「優質」

リンゴの比率は20パーセント台から55パーセン

トとなり，品質も大幅に向上した（等級につい

ては後述）。この成果を踏まえ，「苹果優勢区域

布局規画2008-2015」ではさらに一歩進んで国

際市場向けのリンゴ加工産業の育成とサプライ

チェーンの整備を目標として掲げている。2015

年までの目標は，①生産量，質の向上，②産地

育成，産地への生産集中，③加工度を高め輸出

を促進する，の３つである。計画は全国55県に

標準化生産モデル地域を指定している。モデル

地域では，有機，緑色，無公害いずれかの安全

基準に沿った生産を行い，生産履歴の記録，ト

レーサビリティシステムの構築に努めることが

求められている。また，産地育成の一環として

知名度の高い産地の認定，規格の統一および普

及を図っている。このように，一部のモデル地

域においてではあるが，産地育成事業を通して

生産過程の基準化，認定された規格に基づいた

取引が広がりつつある。

⑵　品質基準・規格

表２は2003年に国家質量監督検験検疫総局が

認定し，リンゴの等級を定める規格として用い

られている，YD市のリンゴの地域ブランド認

証に関する国家基準「YD苹果原産地域産品国

家標準」である。生食用リンゴの等級には特級，

１級，２級の３つが定められており，この基準

を満たさないものは規格外の加工用となる。等

級の判断基準は主に外見，大きさであり，外見

のなかでも発色の状態が最も重要である。

図５に調査地における等級別生産量の構成と，

それぞれの価格を示した（注13）。特級，１級の比

率は全体の４割，２級は２割を占め，価格は１

キロ当たり３～６元と２倍以上の差がある。全

体の４割を占める規格外は，さらに低い価格で

取引されていることがわかる。つまり，等級の

内訳によって農家の販売収入は大きく変わりう

る。

等級の判断基準のなかで重要な発色は，袋か

けの技術によって大きく影響を受ける。農業部

は2005年３月に山東，山西，遼寧，河北，河南

の農業庁および陝西省果樹局と連名で「『リン

ゴ袋かけ補助プロジェクトにおける資金管理弁

法』に関する通知（関於《苹果套袋関鍵技術示範

補貼項目資金管理暫行弁法》的通知）」（農財発
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表
２
　
リ
ン
ゴ
の
等
級
規
格
（
煙
台
市
）

項
目

等
級

特
級

１
級

２
級

品
質
に
関
す
る
基
本
要
求

（
全
等
級
，
全
品
種
共
通
）

果
実
が
完
全
か
つ
新
鮮
で
病
虫
害
が
な
い
こ
と
。

品
種
独
特
の
風
味
が
あ
る
こ
と
。

色
が
良
く
，
果
実
の
表
面
に
光
沢
が
あ
る
こ
と
。

十
分
に
発
育
し
，
市
場
の
要
求
す
る
熟
度
で
あ
る
こ
と
。

果
実
の
形
が
整
っ
て
お
り
，
丸
い
こ
と
。

ツ
ル
が
つ
い
て
お
り
，
適
切
に
切
除
し
て
あ
る
こ
と
。

着
色

赤
色
品
種

着
色
面
の
面
積
が

全
体
の
90
％
以
上

着
色
面
の
面
積
が

全
体
の
80
％
以
上
着
色
面
の
面
積
が
全
体
の
60
％
以
上

そ
の
他
の
品
種

品
種
本
来
の
色
で
あ
る
こ
と
。

果
実
の

直
径

Ｌ
サ
イ
ズ

75
ミ
リ
以
上

75
ミ
リ
以
上

70
ミ
リ
以
上

Ｍ
サ
イ
ズ

70
ミ
リ
以
上

65
ミ
リ
以
上

60
ミ
リ
以
上

Ｓ
サ
イ
ズ

65
ミ
リ
以
上

60
ミ
リ
以
上

55
ミ
リ
以
上

表
面
の

状
態

圧
迫
に
よ
る
キ
ズ

な
し

な
し

0.
5平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

摩
擦
に
よ
る
キ
ズ

軽
微
な
も
の
が
１
カ
所
ま
で
で
，
表
皮
が
変
色
し
て
お
ら
ず
面
積
が

0.
5平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

サ
ビ
病

軽
微
で
面
積
が
1.
0平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

農
薬
に
よ
る
変
色

日
焼
け

雹
に
よ
る
キ
ズ

軽
微
で
面
積
が
0.
4平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

虫
食
い

軽
微
で
面
積
が
0.
5平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
出
所
）
中
国
・
国
家
質
量
監
督
検
験
検
疫
総
局
［
20
03
］.
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2005年３号）を公布し，主に輸出向け生産基地

や大型企業を対象にリンゴの品質向上のための

袋かけに対する支援を開始した。山東省ではプ

ロジェクト実施によって2004年から2005年の間

に優質果率が65パーセントから85パーセントに

上昇した［中国農業部 2006, 137-138］（注14）。また，

山東省の事業対象地域のリンゴ販売価格は袋か

けにより１キロ当たり0.8元上昇し，農家1戸当

たり収入が8000元増加した［『山東農業信息網』

2006］。2009年の山東省果樹・茶技術ステーシ

ョンが主催した会議でも袋かけ技術の品質向上

における効果と普及の重要性が認定されており，

同プロジェクトはその後も継続しているとみら

れる［『山東農業信息網』2009］が，その後の事

業実施の詳細は公表されていない（注15）。

一方，このような規格とは別に国家環境保護

総局による有機食品，緑色食品と，農業部が定

めた無公害農産物の３つの食品安全基準がある。

農業部は国内の食品安全を確保するため，2001

年４月開始の「無公害食品行動計画」において

食品安全基準を定めた。有機食品，緑色食品は

輸出を視野に入れており，国際的な安全基準に

準じている。無公害農産物基準は国内市場を想

定した最も緩やかな基準であり，生産資材や生

産環境に関する一定の基準をクリアすれば認証

を取得することができる。

⑶　技術普及体制

近年中国の農業技術普及部門の資金不足，人

材不足が指摘されている。技術普及を担当する

政府系組織は県と郷鎮の２つのレベルに配置さ

れた農業技術普及ステーションだが，1990年代

の行政改革により組織の運営が県あるいは郷鎮

レベルに分権化され，技術普及に関する経費の

90パーセントが地方政府の負担になった［黄・

胡・Rozelle 2003］。その結果，全国の44パーセ

ントの県レベル組織および43パーセントの郷鎮

レベルの組織が事業費を削減あるいは打ち切ら

れ，さらには待遇が悪いため３分の１の職員が

離職したという［張・紀 2007, 59］。その後も政

府系農業技術普及組織への投資不足が深刻化し

ており，ステーション職員の給与，福利厚生な

ど，就業条件の悪化をもたらしている［中国科

学院農業政策研究中心 2004］。結果的に職員の意

欲の減退，高齢化によって新しい技術の普及が

図５　調査地におけるリンゴの等級と価格（2012年実績） 

特級
（特優） 規格外１級

（優質１）
２級

（優質２）
等級 

４元 ３元（20％） ２元（40％） 

優質 

１キロ当たり
価格（構成比） ６元 

（合わせて40%） 

（出所）各等級の価格，構成比率は 2013 年 3 月の企業Ａおよび LL 鎮果業合

作社へのヒアリングに基づく。等級の定義は中国・国家質量監督検

験検疫総局［2003］による YD 市産リンゴの規格。カッコ内は現地

の流通業者，農家間で用いられている通称。

（注）リンゴ関連政策文書等で一般に用いられる「優質」という用語は YD

市産リンゴの規格のうち特級，１級，２級を指す。  
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滞っている［劉 2008］。さらに2005年の農業税

廃止後，多くの基層政府は深刻な財政難に陥り，

ますます農業技術普及部門の資金が逼迫する傾

向にある［黄 2008］。

このように公的機関によるサービスが不十分

ななか，農業産業化政策の龍頭企業に代表され

る民間部門による技術サービスの提供に期待す

る農家が多い。陝西省５県のリンゴ産地で契約

農業に対する農家の意向調査を行った霍・毛・

邹［2010］によれば，450戸の回答者のうち34.7

パーセントが政府による技術普及を受けたこと

がないと回答し，多くの農家が基層レベルの技

術普及員の待遇悪化，高齢化により，指導内容

は画一的で全く役に立たないという不満を抱え

ている。本稿の山東省の調査地域においても，

企業契約などにより技術指導を受けている一部

の農家を除いて一般的な農家への基層レベルの

技術ステーションによる指導頻度は低く，指導

内容はほぼ同一で情報が古いため販売や利益と

結びつきにくいとの不満の声があった。リンゴ

農家は近隣の農家や商人から技術や販売に関す

る情報を入手していた。

Ⅲ　山東省果汁輸出企業による

インテグレーション

１．調査地の概要

調査地の山東省 YD市は山東半島東部に位置

する地級市で，渤海湾に面する古くからの港湾

都市である。面積は１万3739平方キロメートル，

2011年の人口は697万5700人である［山東省統

計局 2012］。1980年代半ばには国家レベルの経

済技術開発区が建設され，山東省の外資導入の

拠点のひとつとなっている。食品加工，繊維，

機械等の産業が発達している。

YD市は中国のリンゴの生産，輸出における

最大の拠点で，良質の加工原料を求めてリンゴ

加工メーカーも多数進出している。YD市は農

産物輸出振興政策の中で渤海湾地区のリンゴ生

産の中核的地域として位置付けられている。本

稿の調査対象である輸出向けリンゴ果汁企業

（以下，企業 A）は YD市の県級市，ZYに立地

する。2011年の ZYの面積は1432平方キロメー

トル，人口約57万1000人である［山東省統計局 

2012］。ZY市は YD市に近く，また周辺地域で

工業が発達しているため農村部の就業機会は比

較的多い。調査地でも若年層は周辺の大都市に

出稼ぎに出ており，リンゴ産業に従事している

のは主に中高年層である。農家の一部はリンゴ

収穫期に卸売市場や供銷合作社でのリンゴ運搬，

流通業などに参入している。2011年の農民1人

当たり年間純収入は１万1716元で，山東省平均

の8342元より高い水準にある［山東省統計局 

2012］。

筆者は2006年８月，12月，2013年３月に YD

市 ZYの企業と企業の契約基地のある LL鎮，

BG鎮で合作組織および契約農場を訪問し，イ

ンタビューを行った。以下の記述は調査時のイ

ンタビューおよび入手資料に基づく。

２．調査対象の概要

⑴　企業

企業 Aは1993年設立の日中合弁のリンゴ果

汁メーカーである。設立当初中国側出資者は供

銷合作社の全国レベル連合体である中華全国供

銷合作総社，日本側は大手商社であったが，日

本側出資者はその後撤退し，日本の民間果汁

メーカーに引き継がれた。2008年に民営化のた
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めの組織改革が行われた結果，形式上中華全国

供銷合作総社は撤退し，中国側出資者は中華全

国供銷合作総社が設立した供銷合作社系統の組

織と地元の缶詰製造および果物輸出を行う企業

Bとなった（注16）。2013年の調査時点での出資比

率は，供銷合作社系統の組織が54パーセント，

企業 Bが29.5パーセント，日本企業が16.5パー

セントである。果汁の加工技術，加工機械等の

施設はすべて日本側から提供され，中国側は日

本側の発注に基づいて生産，販売を行っている。

両国の取引は，補償貿易と呼ばれる取引形態で

行われている（注17）。企業 Aは農業産業化政策の

龍頭企業に認定されているため，中央，省，県

の各級政府から免税，資金調達面での優遇，補

助金の付与を受けている。企業は2013年時点で

リンゴ果汁のみを製造しており，生産量のうち

95パーセントは輸出向けである。設立当初はほ

ぼすべて日本向けだったが，2013年時点での輸

出先と輸出量全体に占める割合は，日本（50

パーセント），韓国（30パーセント）のほか EU，

ASEAN，オーストラリアなどとなっている。

生産しているリンゴ果汁には２種類あり，設立

当初はほぼ日本でのみ消費されている混濁果汁

を主に生産していたが，輸出先が多様化するに

つれ一般に流通しており生産コストの安い透明

果汁の生産量が増加した（注18）。2013年時点での

年間生産量は透明果汁5000トン，混濁果汁2000

トンとなっており，年間総生産量が2600～3000

トン程度で混濁果汁主体だった2006年時点と比

較して透明果汁の生産が拡大している。

⑵　生産基地

企業 Aはより厳密な加工原料の品質管理と

安全性の向上，トレーサビリティ確保のために，

2000年代後半以降「生産基地」と呼ばれる直営

または契約農場を拡大してきた。2013年の調査

時点で直営農場は２カ所あり，地代を支払って

地元の村から借り上げている（注19）。ひとつは企

業の加工工場そばに立地する470ムーの農場，

いまひとつはLL鎮の570ムーの生産基地である。

後者については後述するが，個別経営ではなく

村の農地経営権を個々の農家から回収し，村営

果樹園というかたちで16人の村民に経営管理を

請け負わせている。

2013年の契約農場の面積は合計２万6963ムー，

契約農家は567戸である。契約農場は ZY市内

の７鎮にまたがり，企業 Aから約10～40キロ

メートルの範囲で分布している。契約農場のあ

る村はいずれも主要道路に近い。これは，現地

に十分な冷蔵施設が整備されておらず，また調

査企業が製造する混濁果汁が透明果汁よりも新

鮮な原材料を必要とするので，できる限り迅速

に加工工場へ運ぶためである。各鎮にそれぞれ

基層レベルの供銷合作社（後述）があり，企業

Aは末端まで張り巡らされたネットワークを活

用することで加工原料を安定的に集荷してい

る（注20）。

企業の買い取り原料の大部分は在来種で国内

市場ではもっぱら生食用として流通している紅

富士で，170ムーが酸味の強い加工原料用のグ

ラニースミス，国光など（以下，高酸度品種），

200ムーほどがナシ，ブドウ等他の果物である。

輸出向け果汁には一定割合の高酸度品種の果汁

をブレンドすることが望ましい。しかし，企業

Aへのインタビューによれば農家が在来種から

別の品種への転換を嫌い，高酸度品種の契約栽

培面積を拡大することが困難であったため，や

むを得ず LL鎮で直営農場を設立した。これは

農家が国内市場で販売できない品種を生産する
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リスクを恐れるためである。

なお，企業 Aが必要としている加工用リン

ゴは，一般の生食向けリンゴ市場においては価

値が低く規格外とされる，外見などに問題のあ

るリンゴである。農家の収入は基本的に生食用

リンゴの販売によるものであり，等級外の加工

向けリンゴはあくまで農家にとって副産物であ

ることに注意が必要である。調査地域では，農

家の栽培技術にもよるが平均的に収量全体の３

割程度が規格外であり，市場価格は高い等級の

リンゴの３分の１～半額程度である。

⑶　年間スケジュール

図６に調査地域の契約リンゴ農家の年間作業

暦と企業，果業合作社（後述）の年間スケジ

ュールを示した。

農家の作業はリンゴ開花前の３月頃から始ま

り，開花後の４月頃に人工受粉，５～６月に結

実後10日程度かけて袋かけを行う（注21）。袋は，

果業合作社が指定した銘柄のものを購入，使用

することが義務付けられている。また，受粉後

の５月ごろから数回，企業が種類と使用時期に

応じて農家に販売し，農家に散布させる。４月，

７月，10月に肥料の販売も行っており，農家は

指導に従い施肥を行う。収穫期は早生が９月

いっぱい，中生が10～12月，晩生が11～１月と

なっており，これに合わせて企業 Aは加工を

行う。

調査地域では多くの農家が晩生の紅富士を生

産しているため，収穫期が集中している。企業

は早生，中生品種への転換を徐々に進め，年間

を通した加工量の平準化を図っている。

３．組織形態と取引

⑴　組織形態の変化

輸出向け農産物に対する日本政府の安全基準

が厳しくなったため，企業 Aは2003年頃から

トレーサビリティ確保，生産管理徹底のための

中間組織として生産基地のある８鎮に「果業合

作社」と呼ばれる合作組織を設立した（以下，

企業 Aに加工原料を供給している各鎮の合作組織

を「果業合作社」と表記）（注22）。

2002年以前は，企業 Aは果業合作社を通し

て果汁加工原料となる等級外のリンゴのみを買

い取り，その他のリンゴは生食用として国内市

場へ販売されていた。契約農家は契約によって

トレーサビリティ確保のため生産履歴の記録と

図６　契約リンゴ農家の農事暦と果業合作社，企業の年間スケジュール 

（出所）企業提供資料および企業，合作社，農家への聞き取りに基づき，筆者作成。 

月 企業の活動果業合作社の活動農家の作業リンゴの状態
4 輸出可能な期間
5
6 袋かけ落花，結実

肥料販売②施肥7
8 果実肥大期 農薬散布

早生品種の加工9
肥料販売③収穫10

中生品種の加工施肥11
り取買、査検、別選12

1
晩生品種の加工落葉～萌芽2

各種農薬販売施肥3

開花～満開 受粉 肥料販売①
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指定した農薬や肥料の共同購入を義務付けられ

ており，そのための技術指導や生産資材の提供

は果業合作社が行っていた。果業合作社は契約

農家に綿密な技術指導を行う一方，一般農家に

対しても生食用のリンゴの品質を向上させるた

めの技術指導を行っていた。企業 Aは契約農

家のみから加工原料のリンゴを市場価格より高

く買い取っていたが，生産量の大部分を占める

生食用リンゴの等級を向上させることが地域の

農家所得の増加につながることから，公的性格

の強い果業合作社は地域の全農家に対し無差別

に技術普及を行っていたとみられる。

2007年に施行された農民専業合作社法により，

調査地の鎮レベルの果業合作社は専業合作社と

して正式に法人格を取得した。翌2008年に地元

の龍頭企業である果物缶詰の加工企業 Bが資

本参加し，企業 Aと原料リンゴの生産基地を

合併・共有するようになった。原料買い取りに

おける企業 Aと企業 Bの関係は，企業 Aは同

社の基準に適合した方法で生産された等級外リ

ンゴのみを，企業 Bは同じ生産基地で生産さ

れた等級の高いリンゴを東南アジア向け生食用

リンゴ輸出用として，等級外のリンゴを缶詰加

工原料として買い取っている。つまり，企業 B

の参加後は生産基地で生産されるリンゴの全量

を企業 Aまたは企業 Bが買い取るようになっ

た。さらに2013年２月には政府の指導もあり，

企業 B傘下の果業合作社の連合組織，C聯合

社を ZY市レベルに設立することとなった（注23）。

C聯合社は ZY市初の専業合作社の連合組織で，

市内６鎮20数カ村に支部をもち，企業 A，企業

Bの契約リンゴ農家を対象に果業合作社が担当

している生産資材の販売，技術指導，収穫物の

運搬といった業務の一部を行うほか，農家への

融資や生産資材の立替払い等の簡易な金融業務

を行ったり，政策的に進められている土壌診断

等の技術普及プロジェクトの受け皿となる予定

である。

果業合作社設立前後の組織形態の変化を，図

７に示した。2003年の果業合作社設立以前（図

の左側），企業は各郷鎮レベルの供銷合作社と

の緩やかな契約によって等級外の加工原料を購

入しており，集荷時は産地仲買商が介在してい

た（注24）。2003年以降（図の右側）は企業と各鎮

の果業合作社，果業合作社と鎮内の契約農家・

直営農場がそれぞれ生産，販売に関する書面契

約を交わしており，取引は以前と比べてより緊

密化，標準化された。

2003年以降の企業と各鎮の果業合作社間の取

引はおおむね以下のとおりである。まず，企業

と鎮レベル果業合作社の関係は，企業が合作社

に対し技術指導料として１ムー当たり年間100

元の補助金を提供している。一方，果業合作社

は契約農家から買い取ったリンゴのうち，規格

外の加工用を企業 Aに販売する。生食用リン

ゴはもともと合作社が一般の国内市場に販売し

ていたが，2008年以降は企業 Bに販売してい

る（網掛け部分）。

次に，果業合作社と契約農家の関係は以下の

通りである（注25）。果業合作社は，各村を通して

企業の年間計画に基づき企業の提示した条件に

見合った農家を選出して契約を行う。契約農家

に対して無償のきめ細かい技術指導，市場価格

より安価な生産資材（有機肥料，指定農薬）の

販売，生産資材購入時の代金の立替払いなどの

サービスを提供すると同時に，農家の生産履歴

の記録の実施をサポートし，監視する役割も果

たす。買い取り価格は基本的に市場価格に準じ
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るが，国内市場では販売が困難な等級外リンゴ

については2012年時点で１キロ当たり0.8元の

最低保障価格も設けている。もともと企業 A

は等級外の全量買い取り契約を行っていたが，

2008年の企業 Bとの取引開始以降は等級にか

かわらず全量買い取りを行う契約内容となって

いる。契約によれば，企業の買い取り量，また

は合作社の企業への販売量が契約を下回る場合，

市場価格に基づき企業または合作社は賠償する

義務がある。契約農家は果業合作社に対し少額

の会費を支払っており，利益に応じて配当を受

け取っている。契約農家のリンゴは直営農場や

果業合作社で集荷され，等級ごとに選別した後

企業へ販売される。

直営農場の場合は，企業が直接農場の立地す

る村へ地代を支払い，農地を借り上げている。

直営農場では訓練を受けた地元出身の植保員と

呼ばれる管理人の指導の下，雇用労働によって

統一的に生産を行っている。契約農場よりも人

件費等の経費が多くかかるため，企業から村へ

技術指導料として年間１ムー当たり200元支給

される。地代は土地を提供している村との交渉

で決定する。

生産基地，契約農家の募集条件は，募集条件

に適合した農地から審査を経て選定される。た

とえば契約生産を行っている BG鎮の場合，参

加用件は農薬のドリフト（意図しない飛散）等

を防ぐために１カ所当たり200～300ムーのひと

まとまりの土地で，その中に含まれる契約農家

は１戸当たり２ムー以上の規模でリンゴ生産を

行っていること，果業合作社に出資すること，

とされている（注26）。

図７　輸出企業による加工用リンゴ集荷体制の変化 
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（出所）山田［2007］を参考に作成。 

（注）実線は契約関係，点線は市場取引。網がけ部分（企業Ｂ）は 2008 年以降に追加されたもの。

県レベルＣ聯合社は 2013 年２月に設立されたばかりで業務内容に不明確な点が多いため，

図中には示さなかった。 
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企業 Aは高品質の原料を確保する必要があ

るため，買い取り価格は周辺の他の加工企業よ

り５～８パーセント高く設定している。企業 A

は主に日本向け高級ジュース用の混濁果汁を製

造しているため，主に欧米向け透明果汁を製造

している他の加工企業より新鮮で良質かつ厳し

い安全基準を満たす原料を必要としている。通

常規格外のリンゴには特に買い取り時の品質に

関する基準は定められていないが，企業 Aは

「加工原料用リンゴは直径70ミリ以上，虫食い，

傷，腐敗，圧迫による傷，雹による傷，カビが

なく，みずみずしいもの」という独自の買い取

り基準を設けている。企業 Aが生食用リンゴ

の輸出も行う企業 Bと生産基地を共有したり，

C聯合社を設立して技術指導体制を強化してき

た理由として，安全性が保障され，トレーサビ

リティが確保された希少な輸出原料リンゴ基地

の維持と経営コスト削減というねらいがあった

と考えられる。

以下では，直営農場型の取引をしている LL

鎮と，企業＋果業合作社＋農家型の取引をして

いる BG鎮の２つを詳しくみていきたい。

⑵　直営農場型――LL鎮の事例――

LL鎮では2002年に企業 Aの要望を受け，鎮

内の SJ村に高酸度品種の直営農場を設立した。

企業 Aが直営企業を設立するため借り上げた

570ムーは，村民の合意の下，村の大部分の農

地経営権を村民から回収して集約し，村営農場

として村が外部へ直接貸し出している土地であ

る。

2002年の契約開始時の初期投資は，すべて企

業側が負担した。本来畑作を行っていたため，

開墾して170ムーに高酸度品種を，300ムーは紅

富士，100ムーはナシを植え，村営果樹園とし

た。企業は地元 SJ村のリンゴ農家16人に対し

生産資材の使用方法などの栽培技術の訓練を行

い，植保員と呼ばれる専門の技術員として養成

し，村営果樹園における生産管理や農薬散布履

歴の記録を担当させている。植保員の給与は１

人当たり年間5000元で，SJ村が負担している。

企業は初年度以来，年間１ムー当たり200元の

技術指導料と地代を村に対して支払っている。

企業にとって高酸度品種は加工原料として貴重

であるため，伝統品種の紅富士の多い契約農場

より良い条件で契約を行っている。契約期間も

10年と長く，買い取り価格も紅富士の２倍程度

である。さらに企業は果樹園の脇の集荷用道路

の舗装，かんがい用貯水施設，屋根付のリンゴ

の選別場建設の費用も負担している。

直営農場の日常的な生産管理は植保員の指導

の下，SJ村村民によって行われており，こう

した雇用によって村営果樹園の利益は村民に還

元されている。なお，SJ村では農地経営権を

村民から回収した際に株式合作制はとっておら

ず，土地からの利益の還元は果樹園での雇用に

よってのみ行われている。加工用の高酸度品種

は袋かけなどの作業も不要であり，作業は比較

的単純であるという。

⑶　 企業＋果業合作社＋農家型――BG鎮果

業合作社の事例――

契約基地のひとつである BG鎮を例に，果業

合作社設立後の農家との取引を具体的にみてい

こう（注27）。BG鎮では2004年８月に企業 Aから

の依頼で，鎮レベルの供銷合作社とは独立した

組織として果業合作社を設立した。周辺の農家

もリンゴの販売先を確保するため，設立を支持

した。BG鎮は企業 Aの立地する ZY市街から

南東方向へ約27キロの地点にあり，企業から最
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も近い契約基地である。2011年時点で管轄する

行政村は44カ村，人口は約４万人であり，リン

ゴをはじめとする果物の生産が盛んである。企

業 Aへの加工原料用リンゴ販売量は2004年の

2500トンから2012年には１万8300トンに増加し

ており，2012年の実績は企業 Aが購入した果

汁加工用リンゴ全体の約３分の１を占める ZY

市内最大の契約基地である。鎮内の企業 Aの

契約基地は14カ村にまたがり，面積は合計7320

ムー，契約農家183戸を含む。主な品種は在来

種の紅富士である。

以下，調査結果および入手した資料に基づき，

BG鎮果業合作社と農家間の取引を，①リンゴ

の買い取り，②技術指導，③生産資材の提供と

使用履歴の記録，の３点から整理する。

①　リンゴの買い取り

まず年間取引量を確定するために，果業合作

社はリンゴ開花前の３月頃，農家と書面による

契約を交わす。契約書には村ごとに農家の氏名，

契約面積，果樹の本数，樹齢，面積当たり生産

量，品種を記載し，基地として登録する（注28）。

基準として用いられる収穫量は BG鎮の場合年

間1ムー当たり3000～4000キログラムで，農家

の技術や天候によるが規格外の加工原料用リン

ゴは全体の２～３割程度（600～1200キログラム）

である。このようにして果業合作社は年間で確

保できる加工用リンゴの量を把握し，鎮全体と

して企業 Aに対する加工原料の販売計画を立

てることができる。

果業合作社は無公害農産物の基準とこの独自

の規定の品質基準を満たすという条件で，契約

農家から規格外のリンゴを加工原料として全量

買い取っている。2012年の買い取り価格には１

キログラム当たり0.8元の最低保障価格を設け

ており，市場価格がこれを上回るときは市場価

格で買い取る。同時に企業 B向け生食用リン

ゴは市場価格より１キログラム当たり0.1～0.2

元高く買い取っている。なお，買い付け時は果

業合作社の職員が契約農家の戸口まで足を運び，

選果，集荷，運搬を行っている。

決済方法は，基本的に現金である。何らかの

理由で果業合作社が全量を買い取れない場合，

契約料，契約価格に基づいて農家に対し補償を

行う。逆に農家の販売量が契約量に満たない場

合，同様に相当額を賠償する。また，検査の結

果基準値以上の残留農薬が検出されれば，果業

合作社は買い取りを拒否できる。契約上は契約

履行をめぐって争議が発生した場合は裁判に

よって解決すること，と定められている（注29）。

②　技術指導

果業合作社は契約農家に対して無償で生産マ

ニュアルの配布，講習会の開催，技術員による

直接指導を随時行っている。契約農家によれば

果業合作社設立以前から鎮の供銷合作社による

技術指導サービスはあったが，契約後は指導の

内容がリンゴの成長段階ごとに細かく行われる

ようになった。その結果，作業時間は以前より

３割程度増加したという。

なお，果業合作社が提供している技術指導の

うち生産マニュアルの配布，講習会は契約農家

以外も含めた全鎮のリンゴ農家が対象となって

いるが，リンゴの生育段階に応じた細かい指導

は契約農家にのみ行われる。

②　生産資材の提供と使用履歴の記録

契約農家に対し，果業合作社は種類，使用時

期に応じて何回かに分けて契約農家に企業が指

定した種類の生産資材（化学肥料，農薬，袋）

を市場価格より５パーセント程度安い価格で販
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売する。果業合作社では一般向けには市場価格

と同等かそれ以上の価格で販売しているので，

一般農家による購入は少ないとみられる。その

際，農家に数戸からなるグループをつくらせて

おり，その代表者にまとめて販売した後，各農

家に転売させている。販売履歴には果業合作社

が代表農家に販売した農薬の種類，製造元が記

載されており，代表農家が購入した日付，転売

した日付，代表農家のサインを記入できるよう

になっている。代表者には果業合作社が報酬を

支給している。

契約農家には生産資材の使用履歴の記録も義

務付けられている。マニュアルにはリンゴの生

育段階ごとに使用する農薬の種類，防除に関す

る注意点が記載されており，契約農家はマニュ

アルに沿って農薬を散布するよう指導を受ける。

Ⅳ　契約農業モデルの評価と組織形態の

非市場的規定要因

１．契約農業モデルの評価

企業 Aでの聞き取りによれば，果業合作組

織設立以後，企業への原料供給は安定的で安全

基準の違反例は少なく，契約農家数も増加傾向

にある。つまり，事例における契約農業モデル

（直営農場型と契約農場型）は企業と農家双方か

らみてそれなりのメリットを有するとみられる。

そこで，これらの契約モデルを企業と農家それ

ぞれの取引費用とリスク削減効果という点から

評価したい。

⑴　企業からみた評価

企業が扱う加工原料リンゴには，非在来種で

国内消費がほとんどないが輸出向け果汁製造に

は一定割合必要な高酸度品種，在来種で国内市

場流通の大半を占める紅富士，の２種類がある。

企業はそれぞれの品種を，直営農場方式と企業

＋合作社＋農家方式という異なる組織形態で調

達していた。

企業は，本来最大の輸出先であった日本市場

向けリンゴ果汁の原料の安定的な入手を目的と

して契約を行っている。輸出向け製品のため，

日本政府が要求する残留農薬等の安全基準をク

リアしなければならない。そのために一定の条

件を満たすまとまった農地を確保し，指定され

た生産資材の適切な使用など生産過程全般にわ

たる厳密な技術指導を行うとともに，生産履歴

の記録を農家に行わせ，トレーサビリティを確

保する必要がある。併せて原料の鮮度が重視さ

れる混濁果汁という製品の性質と冷蔵インフラ

の未整備のため，契約基地は加工工場周辺に確

保せざるを得ない。

非在来種の高酸度品種においては，資産特殊

性の大きさのため契約による生産基地の確保が

困難であり，その結果直営農場型となった。直

営農場型は技術指導，生産資材の管理などの取

引を内部化することにより残留農薬などのリス

クを軽減することができるというメリットがあ

る一方，価格や収量変動のリスクはほぼすべて

企業側が負うこととなる。

一方，在来種の紅富士の契約において企業＋

果業合作社＋農家の契約型モデルを設立した最

大の目的は，輸出向け果汁原料のトレーサビリ

ティの確保，頻繁に変更される輸入国側の規則

の変更といった細かな品質管理に対応するため

の，農家のモニタリングコストと適切な農家を

探すための探索費用の削減である。残留農薬問

題発生後や日本のポジティブリスト導入後の中

国産農産物の対日輸出の急減からもわかるよう
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に，残留農薬のコントロールは輸出企業の経営

存続にも関わる非常にセンシティブな問題と

なっている。実際，ポジティブリスト導入後は

日本以外の国・地域向け輸出の比率が増加して

いた。

契約農場型では企業 Aは一部の規格外リン

ゴのみを全量最低保障価格で買い取っており，

収量の大部分を占める生食向けリンゴの収量，

価格変動リスクをすべて企業Bが負担している。

企業 Aにとって，生食用リンゴも扱い独自の

生産基地ももつ企業 Bとの連携は規模の経済

による管理コストの節約という意味でメリット

が大きいと考えられる。なお，技術指導によっ

て農家の収量に占める規格内品が増加した場合

でも，果樹という農産物の性質上常時一定割合

の規格外品が生産され，同時に技術の向上に伴

い収量全体は増加・安定化する傾向にある［山

田 2007］。したがって，現段階では技術指導の

結果加工用原料が不足するという可能性は小さ

いと考えてよいだろう。

⑵　農家からみた評価

契約農家はほとんどが経営面積４～５ムーの

小規模な家族経営で，リンゴ専業経営である。

農家が単独で新しい販路を開拓したり市場に関

する情報を収集したりすることは困難であり，

マーケティング能力，価格交渉力に欠ける。そ

のため，農家が契約に参入する第一の目的は安

定した販路の獲得である。

加工用の高酸度品種は国内市場での販売が困

難であり，非在来種のため新たに植樹や品種転

換をしなければならず，しかも開始後３年間は

収穫が見込めず農地を他用途に転用できないと

いう点で資産特殊性が高い。農家側は企業によ

るホールドアップ問題を恐れ，契約による生産

は実現しなかった。その結果，高酸度品種につ

いては企業が村の土地を借り上げて直営農場を

設立し，全量を固定価格で買い取る契約をする

ことによって収量・価格リスクをすべて負担す

る生産契約となった。

一方，生食用品種における契約農場型では，

従来の仲買人を通した販売よりも最低保障価格

による買い取り契約により価格リスクと収量変

動リスクを企業と分担することができる。また，

技術指導により収量が安定化するという効果も

期待できる。従来廃棄していたような国内市場

で価値の低い規格外品も販売できるため，販売

先の探索費用も削減できる。実際 BG鎮果業合

作社でも，企業 Aとの取引が始まる以前は規

格外リンゴの大部分を廃棄処分していた。

２．組織形態の非市場的規定要因

以上のような企業と農家双方の取引コスト，

リスク分担といった経済的な要因以外に，事例

における契約デザインに影響を与えうる制度的，

政策的な要因について考察したい。

第１に，企業が直営農場と契約農場（企業＋

合作組織＋農家モデル）という２つの組織形態

を選択している理由として，経済的要因以外に

中国の土地制度という制度的要因が影響してい

る。中国農村の土地は制度上集体（行政村ある

いは村民小組）所有となっており，農地の集積

による企業への貸し出しといった大規模な土地

経営権の流動化には行政村単位での合意形成が

必要である。また，調査地を含む多くの地域で

個別農家が経営権を持つ農地は分散している。

その結果，企業が農薬のドリフトなどを防ぎ安

全性を確保するために必要なまとまった直営農

場を設立することは容易ではない。調査企業を
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含めて，中国で企業＋合作組織＋農家モデルの

ほうがより普及しているのはこうした村による

土地集積，企業による土地取得のための情報探

索費用および地代の高さが影響していると考え

られる。LL鎮の直営農場の事例では供銷合作

社のネットワークを使って直営農場設立のため

条件を満たした土地を借り入れることができた

が，これは固有の事情による特殊なケースであ

る。今後直営農場の拡大は困難とみられる。

第２に，企業の属性と政策的要因が挙げられ

る。企業 A，企業 Bは農業産業化政策の龍頭

企業である。同時に企業 Aは供銷合作社の株

式参加企業であり，2008年に民営化されたとは

いえ依然として政府の経営干渉が強く，末端に

中央の政策を浸透させるパイプとしての役割が

大きい。供銷合作社は多くの地域で経営が悪化

し，その存在意義に否定的な評価を下す政策担

当者，研究者も少なくない［青柳 2001］。企業

Aは農業産業化政策の政策理念に沿って地域経

済の振興，農家所得の向上に貢献することが期

待されていると同時に，農業産業化政策の龍頭

企業となることで経営の立て直し，人材や既存

の施設の有効活用を目指している。供銷合作社

としての側面が，系列組織のネットワークを生

かした農地取得や契約農家の探索費用削減など，

龍頭企業としての機能を強化している側面もあ

る。

第３に，農業生産をサポートする公的制度の

未整備という制度的要因がある。果業合作社は

龍頭企業の下請け組織的な性格のみならず，鎮

レベルの供銷合作社と組織面でほぼ重なり合っ

ており，農民専業合作社でもあるという公的な

性格を併せ持つ。組織の性格から，単に企業と

農家を結ぶ中間組織として機能するだけではな

く，地域農業の活性化に貢献するような公益的

機能を発揮することが期待されている。企業単

位の合作社の連合組織でありながら C聯合社

が一般向けの農業技術普及といった収益性の低

い公共的なサービスを行う代償として，龍頭企

業に対する政府によるさまざまな優遇策が提供

されている。また，農家の技術普及サービスへ

の需要を高めているのが，地域のリンゴ市場制

度の整備である。調査地域は産地育成政策のモ

デル地域として政府主導でリンゴ産業全般の制

度の基準化が進められており，市場での取引に

も明確な規格と価格基準が適用され，等級によ

る商品の差別化，公正な市場競争を促進し産地

としてのブランド力を高めている。このように，

販売市場の成熟によって技術指導を受けること

と増収効果の関連性が強まったため，情報提供

や技術指導を受けられる契約農業への参加は農

家にとって大きなインセンティブをもつように

なった。近年の中国の農業政策は農業保護基調

へと転換を遂げており，農村における技術普及

や組織化など公共サービスは強化されつつある。

果業合作社の技術普及とその波及効果からみて，

今後その公共サービス提供主体としての存在意

義は高まっていくと考えられる。

お わ り に

中国は1990年代以降国際農産物市場とのリン

クを強めており，沿海部を中心に多数の農産物

輸出企業が展開している。食品安全問題を契機

として国際的な安全基準の適用が生産段階にま

で浸透し，輸出企業は新しい基準に対応するた

めインテグレーションの組織形態を変化させた。

他方，国内の農業構造問題への対処として政策
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的に農業インテグレーション，契約農業の振興

による産地育成政策が進められており，同時に

国内の安全基準，規格等の関連制度の整備が行

われてきた。

本稿では山東省のリンゴ果汁輸出企業を例に，

企業が設立した合作組織が農家との間で情報，

モノの取引をどのように行っているかを描写し

たうえで，組織と制度の経済学のフレームワー

クに沿って中国の契約農業モデルを企業と農家

の取引費用とリスク削減効果から評価した。次

に市場や制度が不完全ななかで契約農業モデル

の組織形態を規定する中国独自の非市場的要因

についても考察した。

調査企業においては，直営農場型と契約農場

型（企業＋合作社＋農家）という２つの組織形

態による取引が行われていた。直営農場型では，

輸出向け果汁用の特殊な品種のリンゴという商

品特性により，企業が生産管理のリスクの大部

分を請け負う生産契約が選択されている。企業

からみれば生産管理が内部化され生産段階のリ

スクは低下した反面，価格や収量変動リスクを

すべて負担することになる。また，地代等の上

昇という長期的な趨勢を考慮すると，将来企業

にとり負担が大きくなる可能性がある。

一方，契約農場型では，もっぱら在来種の紅

富士を生産する小規模農家と販売契約を行って

いる。農家にとっては，契約により生産や販売

に関わるコストとリスクの一部を軽減できると

いうメリットがある。企業側は輸出向け商品に

おいて残留農薬問題が発生するリスクを低下さ

せることができ，直営農場よりコストが少ない。

企業は下請け組織として合作組織を設立し，多

数の小規模農家と契約を結んだり，生産過程を

監視する取引費用を節約している。

最後に事例の契約農業モデルにみられる組織

形態を選択した非市場的な要因について検討し，

中国独特の農村土地制度，企業の属性と政策的

要因，農業生産をサポートする公的制度の未整

備という制度的要因を指摘した。第１に，農地

の集体所有制度によって農地の取引費用が高い

ため企業による直営農場設立の機会は限定され

ている。第２に，調査対象企業はもともと国有

部門が民営化された組織であり，下請け組織で

ある合作社もその系列組織であるという企業の

属性により，近年の農業産業化政策に対し積極

的な姿勢を示しているという側面がある。第３

に，中国における契約農業には，農業技術普及

や流通体制の適正化による産地化の促進により

公的な公共サービスの機能を補完するという政

策的な役割が期待されている。渡辺［2009, 

178］の指摘するとおり，農業産業化政策は不

完全な市場を前提に，地域農業の振興，農家所

得の向上等の目的を達成するために「市場経済

化の過程で経済制度の不備を補う役割を企業に

求めた側面」がある。まさにそうした市場や制

度の特徴，政策的環境などのさまざまな市場

的・非市場的要素が現在の中国における契約農

業の組織形態を特徴付けているといえるだろう。

（注１）2010年３月末時点で登記された合作組

織は，全国で約27万2500社，社員は391万7400戸

存在しているといわれるが，その定義や名称に

は依然として混乱がみられる ［青柳 2011］。

（注２）農業産業化における組織形態に関する

研究は中国国内外で近年多数発表されているが，

合作組織の分類，機能，意義づけを行うものが

中心である（たとえば青柳［2001］，孫［2006］）。

契約農業に関する中国国内の研究では，ほとん

どが契約農業を例に制度経済学や契約と組織の

経済学等の理論を紹介するにとどまっており（た
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とえば曹・周［2001］，池ほか［2003］，尹・高・

糜［2003］），契約農業がもたらす理論上の取引

費用削減効果，リスク分担効果などのメリット

を主張しているものの，実証的な研究は少ない。

（注３）リンゴ生産の技術障壁は糧食などと比

較して高く，十分な収量と品質を確保するため

には，一定程度以上の栽培技術の習得を必要と

する。生産適地の山東省では１ムー当たり平均

収量が2252キロであるのに対し，果業合作社の

指導を受けた契約農家は3000～4000キロもの収

量を上げていた［山田 2007］。品質についても，

技術指導を受けた農家は優質（１，２級）の比

率が高まるが，受けていない農家では優質のリ

ンゴは生産すらできないという。

（注４）なお，日本の同年の生食用リンゴ１ト

ン当たり輸出価格は3470ドルである。日本から

輸出されているリンゴは，もっぱら東アジアの

贈答市場向けの高級品種のためこのような高価

格になっていると考えられる。

（注５）1990年代の供銷合作社の状況について，

一般に公表された１次的資料，統計はほぼ皆無

である［青柳 2002,13］。そのため，本稿でも同

時期の供銷合作社については2次資料による断片

的な記述にとどめている。

（注６）「苹果優勢区域布局規画2008-2015」を

参照。

（注７）黄［2003］によれば，山東省栖霞にあ

る蛇窝泊鎮卸売市場は，周辺の果物農家，流通

業者によって自然発生的に形成された卸売市場

の数少ない成功例である。

（注８）ムー（畝）は中国の面積単位で，１

ムーは15分の１ヘクタール。

（注９）糧食とは，穀物であるコメ，麦類，ト

ウモロコシにマメ，イモ類を加えた主食を指す，

中国独特の概念である。

（注10）たとえば湖南省では省内の専業合作社

のうち58パーセントが，供銷合作社が設立主体

となっている，あるいは株式参加している組織

である［胡 2011］。

（注11）これは2004年末時点のそれぞれ2.6倍，

1.8倍に相当する［池・周 2007,77］。

（注12）ただし供銷合作社の機能については否

定的な見解も多く，組織の経営実態には不明な

点が多い［青柳 2001］。

（注13）2013年３月に筆者が行った山東省 YD

市 BG鎮果業合作社と契約農家に対するインタ

ビューに基づく。

（注14）同資料によれば，2005年に袋かけの技

術について十分な知識をもっていない農家は陝

西省で事業実施前には４割を占めていた。

（注15）山東省についての情報は得られなかっ

たが，陝西省では2009年の省農業工作会議でリ

ンゴの袋かけが十大農業技術のひとつに定めら

れ，その重要性が認められている。同省では10

県の50万ムーで袋かけ技術の普及事業が行われ，

モデル農園での農家の研修等を行っている［栖

霞市金果果袋廠］。

（注16）中華全国供銷合作社の直属あるいは株

式参加企業は15社あり，企業 Aはそのひとつで

あった。民営化後も供銷合作社傘下の組織が最

大株主であるため，経営方針の決定，上層部の

人事には供銷合作社の影響力が大きいと考えら

れる。

（注17）外国企業が設備機械，技術などを中国

に輸出し，その設備，技術を使用した製品など

を受け取り，設備，技術代金の一部また全部に

充当する取引のこと。1980年代に盛んに行われ

たが，中国の外資導入の法律整備が具体化する

とともに，三資企業（合作経営企業・合弁経営

企業・外資企業）が貿易の担い手として急速に

伸展した結果，現在ではほとんど使われていな

い［ジェトロ］。2006年12月の企業 Aでのイン

タビューによれば，企業 A設立時の日中双方の

出資方法は，中国側は中華全国供銷合作社が600

万元，ZY供銷合作社が同額分の土地，建物を提

供し，日本側は5000万元分の加工用設備を提供

した。中国側はこれをリンゴ果汁で返済する取

引を行っていた。

（注18）リンゴ果汁は，製造工程の違いから

「混濁果汁」と「透明果汁」に分けられる。前者

はリンゴ搾汁後に変色を防ぐためビタミン Cを

添加し，殺菌してそのまま容器に充填したもの
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で，天然の多糖類ペクチンが多く含まれるため

濁った状態となる。後者はビタミン Cを添加せ

ず，酵素によるペクチン分解を行うため液色が

透明となり，最終的に繊維分をろ過後殺菌，充

填する。基本的に栄養価に大きな差はないが，

前者は風味，食感に優れ，手絞りに近い味わい

に特徴がある［キリンビバレッジ］。調査企業で

のヒアリングによれば，混濁果汁は日本市場で

の需要が大きい反面，透明果汁に比べより新鮮

な原材料を必要とし，透明果汁が半年以上保存

可能なのに対し品質保持期限も４～５カ月と短

いなど，より厳密な品質管理を行う必要がある。

（注19）中国農村の土地は農村集体（行政村等）

所有である。

（注20）2006年12月の企業 Aでのインタビュー

によれば，中華全国供銷合作社は合弁企業設立

の際，加工工場の建設地として県レベルの供銷

合作社のなかでも経営状態が比較的良好で交通

の便が良く，果汁原料の豊富な ZYを選択した

という。さらに，もともと市内にあったリンゴ

加工工場の施設を利用したため，企業側の負担

が少なかったことも大きな理由である。

（注21）袋かけと除袋，収穫時に近隣農家から

労働力を雇用する農家が多い。袋かけ作業はほ

とんどの契約農家が行っており，１ムー当たり

延べ10日程度，労賃は１日当たり20～30元であっ

た［山田 2007］。

（注22）2006年５月の日本政府による輸入農産

品に対する「食品中残留農薬化学品ポジティブ

リスト制度」導入などで農薬の検査項目が増加

した。

（注23）2013年３月に行ったインタビューによ

れば，C聯合社の代表は，民間の農業資材の流

通企業出身である。

（注24）当時，品質検査は鎮政府の検査部門に

委ねていた。

（注25）2013年３月の企業へのヒアリング，企

業提供資料に基づく。

（注26）果業合作社でのヒアリングによれば，

なかなかこのような条件を満たす村はなく，結

果として契約基地はいくつかの場所に分散して

いるという。

（注27）2006年12月，2013年３月の BG鎮果業

合作社へのヒアリングによる。

（注28）契約農家には，もともと主に在来種の

紅富士を経営していた農家と，もともとリンゴ

経営を行っていなかった農家がある。後者の場

合，契約時に植樹を行う必要があり，少なくと

も３年間収穫が見込めない。そのため，通常の

収穫が見込まれる４年目以降，前年の８月分の

収穫量を基準として収穫期前に年間収穫量を推

定し，契約書に記入する。

（注29）ただし劉［2003］によれば，実際に龍

頭企業と農家間で裁判が行われたケースはほと

んどない。
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